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栃 木 県 告 示 第 五 百 五 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 二 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 十 月 二 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。
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栃木県告示第553号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和２（2020）年10月20日から同年11月18日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和２（2020）年10月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　草久粟野線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

246
前

鹿沼市入粟野字柏子木1503から
鹿沼市入粟野字柏子木1503まで

5.1 ～ 13.9 93.6

後
鹿沼市入粟野字柏子木1503から
鹿沼市入粟野字柏子木1503まで

11.2 ～ 18.1 93.6

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第554号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和２（2020）年10月20日から同年11月18日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和２（2020）年10月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

323 主 要 地 方 道
塩 谷 喜 連 川 線

矢板市片岡字猪ノ子原2130-161から
矢板市片岡字高倉2447-９まで

令和２（2020）年
10月20日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 五 百 五 十 二 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令

和 二 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　 　 令 和 二 年 十 月 二 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。
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栃木県告示第555号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和２（2020）年10月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

矢板市東町1209-５の一部 延長76.63ｍ
幅員6.00ｍ

令 和 ２
（2020）年
７月２日

大 田 原
土木事務所

矢板市下伊佐野字一本木973-684、
973-1383、973-1384、973-1385、
973-1386、973-1387、973-1389、
973-1390、973-1391、973-1392、
973-1393、973-1394、973-1395の各
一部

延長104.80ｍ
幅員4.57ｍ

令 和 ２
（2020）年
７月30日

大 田 原
土木事務所

矢板市片岡字大久保2448-246、字
高倉2446-174

延長49.33ｍ
幅員6.01ｍ

令 和 ２
（2020）年
８月25日

大 田 原
土木事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第556号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指
定（昭和49（1974）年12月24日第4765号）を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和２（2020）年10月20日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道 路 の 延 長
及 び 幅 員

廃 止
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

下都賀郡壬生町元町1076-３、1077-
２

延長22.8ｍ
幅員4.0ｍ

令 和 ２
（2020）年
７月１日

栃 木
土木事務所

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────


